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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置適用等に 

伴う県立学校における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に係る児童生徒等 

及び教職員への指導の一層の徹底について（通知） 

県立学校における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止については、令和４年（２０２

２年）１月１２日付け教高第１４９９号 教特第４７８号 教体第１１６１号 教文第２２９

５号で通知したところですが、全国的に新規感染者数が急速に増加しており、本県において

も、これまでに経験したことのない感染拡大の局面を迎えています。令和４年（２０２２年）

１月２１日（金）から２月１３日（日）まで「まん延防止等重点措置」が適用されることに

なりました。また、感染力が強いといわれるオミクロン株による感染者数の増加に伴い、児

童生徒等の感染者数についても増加が懸念されます。 

一方、学校は、学習機会と学力を保障する役割のみならず、全人的な発達・成長を保障す

る役割や居場所・セーフティネットとして身体的、精神的な健康を保障するという福祉的な

役割をも担っています。 

つきましては、学校や家庭においても感染拡大への危機感を共有し、学校や家庭での感染

症対策の徹底を図りながら、児童生徒等の学びの保障や心身への影響等の観点から学校にお

ける教育活動を継続するため、先の通知による対応について、下記のとおり、一部更新いた

します。 

なお、この通知による対応については、準備が整い次第速やかに実施することとし、令和

４年（２０２２年）２月１３日（日）までとします。 

おって、今後の新型コロナウイルス感染症の地域におけるまん延状況等により、対応の変更等が必

要となった場合は、別途通知します。 

                    記 

１ 令和３年（２０２１年）１２月１４日付け教体第１０８０号で通知した文部科学省「学

校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～『学校の新しい生活

様式』～（２０２１．１１．２２ Ｖｅｒ．７）２０２１.１２．１０一部修正」のレベル

３に基づく感染症対策の徹底に努めること。 

２ 分散登校等及び学びの保障に関する対応については、期間内において、次の(１)～(３)

のとおりとすること。 

(１) 県立高等学校及び県立中学校 

教室内の生徒の間隔を確保するため、原則として教室内の人数を２０人程度にする分

散登校を実施すること。併せて、学校の実情に応じて、時間短縮や時差登校の感染防止

対策を実施すること。また、教室内の人数が２０人程度である学校については、時間短

縮や時差登校の感染防止対策を実施すること。 

ただし、進路決定や卒業、進級に関わる指導及び定期考査等を実施する場合は、万全

な感染症対策を講じた上で、通常登校とすることができる。 

なお、分散登校実施の際は、校長は教育委員会（関係課）と事前に協議するとともに、

進路決定や卒業、進級に向けて大切な時期であることから、各学校の教育課程に基づい



たシラバス（授業計画）を見直し、特別の時間割を作成し、１人１台端末等を活用した学

習支援を行い、学びの保障に努めること。 

また、学校の感染状況により、学校保健安全法に基づく臨時休業の感染防止対策を実

施する場合も、校長は教育委員会（関係課）と事前に協議するとともに、各学校の教育課

程に基づいたシラバス（授業計画）を見直し、特別の時間割を作成し、１人１台端末等を

活用した学習支援を行い、学びの保障に努めること。 

(２) 県立特別支援学校 

万全な感染症対策を講じた上で、原則、通常登校とすること。 

なお、地域等の感染状況や隣接する医療機関等との協議によっては、臨時休業または

分散登校等を実施できるものとする。実施の際は、校長は教育委員会（関係課）と事前に

協議すること。 

(３) 濃厚接触者や感染不安など、やむを得ず登校できない児童生徒等 

児童生徒等が授業を十分に受けることができないことによって、学習に著しい遅れが

生じることのないよう、１人１台端末等を活用した学習支援を行うこと。 

３ 発熱、風邪症状、倦怠感、息苦しさ、味覚・嗅覚障がい等の症状がある場合等には、症

状がなくなるまで登校せず、自宅で休養するよう再度、指導の徹底を図ること。 

４ 県基準（県リスクレベルがレベル２以上）により、同居の家族に発熱等の風邪症状が見

られる場合も登校せずに自宅等で待機するよう再度、指導の徹底を図ること。 

５ 人と人との距離及び座席の配置については、１メートルを目安に最大限の間隔を確保す

るとともに、近距離での対面形式とならないような形で教育活動を行うこと。 

６ 児童生徒等及び教職員に対して、登校前の検温やその記録を行い、自身の健康観察に努

めるよう再度周知徹底を図ること。 

また、朝のＳＨＲ、終礼時及び部活動開始時等、１日複数回、児童生徒等の検温等の健

康観察を実施するなど、校内においても感染拡大防止に向けた取組を徹底すること。その

際、令和２年（２０２０年）１１月６日付け教人第９９８号 教体第７１５号の「健康観察

表」及び「感染防止対策チェックリスト」等を活用するとともに、症状のある児童生徒等

が申し出やすい環境づくりに努めること。 

７ 校内における３つの密の回避、手洗い等の手指衛生、人と人との距離の確保、マスク着

用、常時換気（常時換気が困難な場合は３０分に１回以上数分間程度窓を全開にする）、清

掃・消毒等の基本的な感染防止対策と「新しい生活様式」を徹底すること。 

８ 児童生徒等の中に感染者が出た際に、マスクの着用が不十分なために多くの児童生徒等

が濃厚接触者と認定されることを踏まえて、授業中や登下校を含め、マスクの着用を徹底

すること。特に、濃厚接触者と認定された場合は原則として１０日間の自宅待機になるこ

とを再確認すること。ただし、十分な身体的距離（最低２メートル）が確保できる場合は、

マスク着用は必要ない。また、熱中症等の健康被害が発生する可能性が高いと判断した場

合は、マスクを外すよう指導すること。 

９ 各教科等において、感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動（衛生管理

マニュアルＰ５０～Ｐ５２参照）は行わないこと。 

【各教科等において、感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動（衛生管理

マニュアルより抜粋）】 

・各教科等に共通する活動として「児童生徒が長時間、近距離で対面形式となるグルー

プワーク等」及び「近距離で一斉に大きな声で話す活動」（★） 

・理科における「児童生徒同士が近距離で活動する実験や観察」 

・音楽における「室内で児童生徒が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ

等の管楽器演奏」（★） 

・図画工作、美術、工芸における「児童生徒同士が近距離で活動する共同制作等の表現や

鑑賞の活動」 



・家庭、技術・家庭における「児童生徒同士が近距離で活動する調理実習」（★） 

・体育、保健体育における「児童生徒が密集する運動」（★）や「近距離で組み合ったり

接触したりする運動」（★） 

１０ 職業に関する教科の実習等については、令和２年（２０２０年）９月２日付け教高第

６５８号「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた職業に関する教科の実習等に関す

るＱ＆Ａについて（通知）」で示されている感染症対策を再確認し、指導にあたっての参

考とすること。 

１１ 特別支援学校においては、自立活動をはじめ、校内外の学習活動において、教師と児

童生徒等や児童生徒等同士等が接触するなど、感染リスクが高い状況が考えられる。個別

の指導計画に基づく一つ一つの具体的な指導内容について、実施の要否や代替できる指導

内容について検討するなどの見直し等を行い、適切な配慮を行った上で実施すること。（令

和３年５月７日特別支援教育課事務連絡の別紙「特別支援学校運営上の対応チェックリス

ト（レベル３対応）」を参照のこと。） 

１２ フェイスシールド・マウスシールドは、密閉度も不十分であり、マスクに比べ効果が

弱いことから、飛沫拡散防止効果があるマスク着用を原則とする。ただし、障がいの状態

等によりフェイスシールド・マウスシールドのみで学習活動等を行う必要がある場合は、

身体的距離（２ｍ以上）の確保を徹底すること。 

１３ 昼食時及び全ての飲食の場面においては、飛沫を飛ばさないような席の配置（向かい

合わせでの食事を行わない等）や食事中マスクを外した状態での会話を行わないこと。マ

スクをした状態にあっても、近距離での会話や大声での会話を控える等の工夫を周知徹底

すること。なお、昼食後等に歯磨きや洗口を行う場合は、児童生徒等の距離を確保し、換

気の良い環境で行うよう指導する。また、休み時間の児童生徒等同士の接触やトイレ、売

店等での感染防止対策についても十分留意すること。 

１４ 不要不急の外出を控え、外出の際も、人混み等の感染リスクの高い場所に立ち寄らな

いようにすること。 

１５ 寮（寄宿舎）についても、引き続き、(１)～(３)の対応に当たるとともに感染防止対

策に努めること。 

(１) 寮生・舎生については、県外との帰省による往来をできる限り控えること。なお、

寮生・舎生が帰省する際は、帰省期間中、毎日の検温結果や健康状態を記録させ、学校

でも状況を確実に把握すること。寮・寄宿舎再開時に体調等に問題がなければ入寮・入

舎させること。また、帰省期間中に発熱等があった場合には、症状が治まり２週間経過

観察後、体調等に問題がなければ入寮・入舎させること。また、寮・寄宿舎内において、

感染が疑われる場合は、衛生管理マニュアルＰ７４～Ｐ７７に従って適切に対応すると

ともに、保健所等に相談すること。 

(２) 寮生・舎生の１日２回以上の検温（朝夕）と記録、舎監等による健康観察を確実に

行うこと。 

(３) 食堂、浴室、学習室等、密になる可能性がある場所の使用については、１メートル

を目安に最大限の間隔を確保することを遵守するとともに、近距離での対面形式となら

ないような形で人数制限を設けること。なお、人数制限については、収容人数の半数以

下を目安とする。 

１６ 宿泊研修や修学旅行においては、本県の感染状況及び他県の感染状況を踏まえ、期間

内の実施については延期を含め慎重に検討すること。その際、児童生徒等の安全・安心を

最優先に考えるとともに、教育的意義や児童生徒等の心情等にも配慮し、事前に保護者と

情報共有を図り、保護者の意向を踏まえて、可能な限り延期や代替案を検討すること。な

お、県外への移動を伴う宿泊研修や修学旅行等については、校長は教育委員会（関係課）

と事前に協議すること。 

１７ 学校行事においては、期間内について、校外における活動は、原則実施をしないこと。



ただし、進路等に関係する必要な活動については、事前に教育委員会（関係課）と協議す

ることで実施することができる。また、校内における学校行事等についても、中止または

延期、縮小を含め、学校や地域の感染状況等も踏まえ、実施の可否を慎重に判断すること。 

１８ 進学試験、就職試験等を控えた児童生徒については、３つの密の回避、手洗い等の手

指衛生、人と人との距離の確保、マスク着用等の基本的な感染防止対策と「新しい生活様

式」を徹底すること。進学・就職に係る受験等に伴う移動については、以下の項目を徹底

すること。 

(１) 行先の感染状況に関する最新情報を確認し、滞在期間や交通手段等について慎重に

判断すること。 

(２) 発熱等の症状がある場合は、受験先等に確認するなど適切に対応すること。 

(３) 目的地以外への立ち寄り等は避けること。 

(４) 県外へ移動した場合は、帰宅後２週間程度の検温等の記録をとるなど、特に健康観

察に努めること。 

１９ 部活動については、可能な限り感染及びその拡大のリスクを低減させながら、なるべ

く個人での活動とし、少人数で実施する場合は十分な距離を空けて活動すること。密集す

る運動や近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い活動、向かい合って発声したり

する活動は行わないようにすること。 

また、衛生管理マニュアルＰ５３～Ｐ５４の全体を通じての留意事項を遵守するととも

に、分散登校を実施する際は、登校日ではない児童生徒が、部活動のためだけに登校して

活動することがないようにすること。 

なお、部活動における対外活動については以下のとおりとする。 

(１) 対外活動の可否について 

ア 練習試合等（他校との交流活動や観客を集めて行う演奏会等を含む。）及び合宿は禁  

止する。 

（既に県教育委員会に実施届を提出している県外での練習試合等についても禁止とす

る。） 

イ 大会は、公式大会に限り参加可とする。 

 (２) 対外活動における遵守事項について 

ア 実施前から行うこと 

(ア)  健康観察等の徹底により発熱等のかぜ症状等がある生徒は参加させないこと。 

(イ) 熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局から県民へ要請される内容を

適宜確認すること。特に県外への移動制限等に関する要請内容については留意する

こと。 

(ウ) 遠征先の感染状況に関する最新情報を確認し、まん延防止等重点措置等が適用

されている都道府県など、感染が流行している地域での大会参加については、最大限

の感染防止対策を講じること。 

(エ) 県外における公式大会に参加する場合は、運動競技大会参加届を事前に県教育  

委員会に提出すること。（運動部のみ） 

(オ)  引率者は、新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）を利用すること。 

また、参加生徒も同アプリの利用を促すこと。 

イ 実施中に行うこと 

(ア) ３密を避けた新しい生活様式の徹底を行うこと。 

(イ) 移動にマイクロバス等を利用する場合は、過密乗車とならないように運行方法

を工夫すること。 

(ウ)  目的地以外の立ち寄りは、必要最小限とすること。 

(エ)  宿泊を伴う場合は、令和２年（２０２０年）９月８日付け教体第５５２号「運動

部活動に参加する学生等の集団における新型コロナウイルス感染症対策の徹底につ



いて」（通知）を参考に感染防止対策を徹底すること。 

ウ  実施後に行うこと 

(ア) 帰宅後２週間程度の検温等の記録を確実に行うなど、対外活動後の健康観察に

も努めること。 

２０ 県立高等学校入学者選抜及び県立特別支援学校入学者選抜については、次の(１)及び

(２)のとおりとすること。 

(１) 県立高等学校入学者選抜については、令和４年度（２０２２年度）熊本県立高等学

校入学者選抜要項「Ⅷ 入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した選抜実

施」及び令和３年（２０２１年）１２月１日付け教高第１２８５号「令和４年度（２０

２２年度）熊本県立高等学校入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した選

抜実施に関するＱ＆Ａについて」を遵守し、適切に対応すること。新型コロナウイルス

感染症に関する相談については出願先の学校が相談窓口となるが１月２２日（土）・２３

日（日）及び２月２３日（水）については、令和４年（２０２２年）１月１２日付け教

高第１４９６号に基づき対応すること。 

なお、無症状の濃厚接触者の受検及び後期（一般）選抜の追検査等については、同選抜

要項及び上記の通知に基づき対応すること。 

また、入学選抜出願受付については、人と人との距離の確保、マスク着用、常時換気

（常時換気が困難な場合は３０分に１回以上数分間程度窓を全開にする）、手指消毒の設

置等感染症対策を講じ、受付を行う部屋での待ち時間の削減等の工夫を行うこと。 

(２) 県立特別支援学校入学者選抜については、令和４年度（２０２２年度）熊本県立特

別支援学校入学者選抜要項「Ⅲ 新型コロナウイルス感染症に対応した選抜実施につい

て」及び令和３年（２０２１年）１２月２日付け教特第４１６号「令和４年度（２０２

２年度）熊本県立特別支援学校入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した

選抜実施に関するＱ＆Ａについて」を遵守し、適切に対応すること。 

なお、新型コロナウイルス感染症感染者等については、特別措置の申請が可能となっ

ていることから、同選抜要項及び上記の通知に基づき対応すること。 

また、入学選抜出願受付については、人と人との距離の確保、マスク着用、常時換気

（常時換気が困難な場合は３０分に１回以上数分間程度窓を全開にする）、手指消毒の設

置等感染症対策を講じ、受付を行う部屋での待ち時間の削減等の工夫を行うこと。 

２１ 新型コロナウイルス感染症に関連した児童生徒等及び教職員の人権への配慮について

は、これまで発出した通知文等で示した留意点を踏まえること。特に、新型コロナウイル

ス感染症に起因するストレス、いじめ、偏見等に関し、公的な機関等の相談窓口を適宜周

知するとともに、生徒や保護者の不安や悩みに寄り添い、丁寧な生徒理解に努め、必要に

応じて養護教諭やスクールカウンセラー等による支援を行うなど組織的な心のケアに取り

組むこと。 

【問合せ先】 
○県立中学校・県立高校に関すること 
高校教育課 石村、米村、大塚、新生 
０９６－３３３－２６８５ 

○特別支援学校に関すること 
特別支援教育課 前川、竹永 
０９６－３３３－２６８３ 

○保健、衛生面の対応に関すること 
体育保健課 濱本、杉原 
０９６－３３３－２７１２ 

○部活動に関すること 
体育保健課 濱本、鳴瀬 
０９６－３３３－２７１２ 
文化課 後藤、村上 
０９６－３３３―２７０４ 


